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職員数
令和6年4月1日現在

令和6年4月2日から
令和7年3月31日までの増減 令和7年4月1日

職員採用人数
（常勤再任用職員を含む）

職員数
令和7年4月1日現在

採用
退職

定年 勧奨 普通

186人 1人 3人 0人 7人

その他

0人 13人 190人

職員数の状況（令和6年4月1日から令和7年4月1日まで）

人件費の状況（令和6年度決算）普通会計

年度 住民基本台帳人口
（令和6年度末）

歳出総額
Ａ

人件費
Ｂ

人件費率
Ｂ／Ａ

令和5年度
人件費

令和6年度 23,998人 108億3,345万円 22億3,085万円 20.4％ 20億5,425万円

※普通会計とは、一般会計、土地取得特別会計、国際交流事業特別会計、次世代育成事業特別会計をいいます。

職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額
一般行政職（令和7年4月1日現在）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

大口町 42.3歳 324,500円 406,200円

国 41.9歳 332,237円 414,480円

職員の経験年数別平均給料月額（令和7年4月1日現在）

区分 経験年数10年
以上15年未満

経験年数15年
以上20年未満

経験年数20年
以上25年未満

大学卒
一般
行政職

大口町 294,200円 322,600円 362,400円

国 308,221円 346,392円 375,949円

職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在）
区分 大口町 国

一般行政職
大学卒 220,000円 220,000円

高校卒 194,500円 188,000円

技能労務職 185,700円 ―

※

一般職の級別職員数の状況（令和7年4月1日現在）

区分 役職名 職員数 平均年齢 構成比

1級 主事補 30人 23.9歳 16.3％

2級 主事 20人 27.4歳 10.9％

3級 主任 38人 36.8歳 20.7％

4級 主査 37人 46.4歳

5級 課長補佐 23人 48.7歳 12.5％

6級 課長・主幹・専門員 28人 53.5歳 15.2％

7級 部長・参事 8人 58.3歳 4.3％

合計 184人 40.6歳 100％

※一般職とは、技能労務職（3人）以外の職員をいいます。
※6級以上の職員は管理職の地位にあり、それぞれ管理職手当が支給
　されます（専門員は除きます）。

職員研修の状況（令和6年度）
　公務の効率化、効果的運用を目指し、職員の資質向上、能力の開発
を図るため、各種研修に参加ならびに研修を実施しました。

研修名 代表的な研修内容 のべ受講
者数

愛知県研修セン
ター実施研修

部長研修、課長研修、地方自治法研修、
地方税研修、法制執務研修 46人

近隣市町合同
開催研修 33人

派遣研修等 環境省 1人

合計 80人

区分 支給月額等

給料
月額

町長
副町長

901,000円
720,000円

報酬
月額

議長
副議長
議員

395,000円
326,000円
297,000円

期末
手当

町長
副町長

令和6年度 年間支給割合
給料月額×3.45月分×1.45（役職加算）

議長
副議長
議員

令和6年度 年間支給割合
報酬月額×3.45月分×1.45（役職加算）

退職
手当

町長
副町長

（算定方式） （支給時期）
901,000円×在職月数×0.392　　任期毎
720,000円×在職月数×0.235　　任期毎

特別職の報酬等の状況（令和7年4月1日現在）

町職員の給与、定員管理等の状況

20.1％

一般職員階層別研修、法制執務研修、
接遇研修

※一般行政職とは、国の算定基準に合わせるため技能労務職や保育
士など専門的な職種を除いた職員（135人）をいいます。

技能労務職とは、主に調理員や用務員として採用された職員をい
います。技能労務職の初任給は、取得している技術や経験等によ
り決定されます。

職員手当支給の状況
●期末手当・勤勉手当

支給実績（令和6年度決算） 2億7,625万円

支給職員1人当たり平均支給年額 148万円／年

令和6年度
年間支給割合

期末手当 2.5月分
勤勉手当 2.1月分

役職による加算措置の状況 主査以上の役職に
応じて5～20％の加算措置あり

●扶養手当

支給実績（令和6年度決算） 1,560万円
支給職員1人当たり平均支給月額 19,100円／月

●住居手当

支給実績（令和6年度決算） 658万円
支給職員1人当たり平均支給月額 21,100円／月

●通勤手当

支給実績（令和6年度決算） 574万円
支給職員1人当たり平均支給月額 3,600円／月

支給実績（令和6年度決算） 166万円
支給職員1人当たり平均支給月額 3,800円／月

支給実績（令和6年度決算） 1,892万円
支給職員1人当たり平均支給月額 52,600円／月

支給実績（令和6年度決算） 4,041万円
支給職員1人当たり平均支給月額 28,300円／月

●特殊勤務手当（保育手当）

●管理職手当

●時間外勤務手当

支給実績（令和6年度決算） 2,181万円
支給職員1人当たり平均支給月額 9,800円／月

●地域手当
●退職手当
職員が退職することにより支給される手当です。

退
職
手
当

退職
区分

勤続
年数 平均給料月額 支給率 平均

支給額

自己
都合

25年 389,700円 28.0395月分 1,093万円
35年 407,300 円 39.7575月分 1,619万円

勧奨・
定年

25年 389,700円 33.27075月分 1,297万円

35年 407,300 円 47.709月分
（上限） 1,943万円

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

勤務時間の状況（令和7年4月1日現在）
正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間
7時間45分 8:30 17:15 12:00～13:00

休暇の種類（令和7年4月1日現在）

育児休業取得者数（令和6年度中に育児休業を取得した職員数）
区分 男性 女性 計

育児休業取得者数 6人 6人 12人

職員に支給される給与の種類やその額は、法律の定めに基づく町の条例や規則により具体的に定められていま
す。大口町職員の給与や定員管理の状況など、人事行政の全般について町民の皆さんに、より一層理解を深め
ていただき、人事行政の透明性を高めていくため、そのあらましをお知らせします。

期末手当とは、民間における賞与に相当する手当です。勤勉手当
とは、職員の勤務成績に応じて支給される手当です。

通勤距離（片道2km以上）や通勤に利用する交通機関に応じて支
給される手当です。

職員の職務の特殊性に応じて支給される手当で、大口町では保育
園で勤務する保育士に対して支給されます。

管理職の地位にある職員に対し、その職務の責任や特殊性に基づ
き支給される手当です。

正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた場合、その勤
務時間に応じて支給される手当です。

地域手当とは、民間における地域間格差の事情等に応じて支給さ
れる手当です。

職員給与・定員管理の状況の詳細については、
町ホームページに掲載しています。
県内市町村の状況については、愛知県ホームペ
ージをご覧ください。

問合せ先　秘書人事課　☎95-1612　　

扶養親族のある職員に支給される手当です。

職員が居住するために住宅を借り受けている場合、その家賃等に
応じて支給される手当です。

窓口延長、延長保育に対応するため、一部変則勤務体制を実施し
ています。

※

愛北広域事務組合、江南丹羽環境管理組合にお
ける「人事行政の運営等の状況」については、
地方公務員法第58条の2の規定に基づき、それ
ぞれの組合のホームページで公表しています。
（町のホームページからもリンクしています）
愛北広域事務組合　☎（0587）37-0840
江南丹羽環境管理組合　☎（0587）95-3200

病気休暇 やむを得ないと
認められる期間

選挙権行使 必要と認めら
れる期間

骨髄移植
必要と認めら
れる期間

結婚 5日

育児時間 30分／日2回

子の看護 5日
忌引 1～7日

夏季休暇 5日

年次有給休暇 20日

介護休暇 6か月のうち必要
と認められる期間

証人等出頭 必要と認めら
れる期間

ボランティア 5日

出産
産前8週間
産後8週間

生理 2日
妻の出産補助 2日

父母の祭日 1日

住居滅失 7日 介護時間 1日2時間以内
不妊治療 5日 育児参加 5日

区分 付与日数区分 付与日数
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職員数
令和6年4月1日現在

令和6年4月2日から
令和7年3月31日までの増減 令和7年4月1日

職員採用人数
（常勤再任用職員を含む）

職員数
令和7年4月1日現在

採用
退職

定年 勧奨 普通

186人 1人 3人 0人 7人

その他

0人 13人 190人

職員数の状況（令和6年4月1日から令和7年4月1日まで）

人件費の状況（令和6年度決算）普通会計

年度 住民基本台帳人口
（令和6年度末）

歳出総額
Ａ

人件費
Ｂ

人件費率
Ｂ／Ａ

令和5年度
人件費

令和6年度 23,998人 108億3,345万円 22億3,085万円 20.4％ 20億5,425万円

※普通会計とは、一般会計、土地取得特別会計、国際交流事業特別会計、次世代育成事業特別会計をいいます。

職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額
一般行政職（令和7年4月1日現在）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

大口町 42.3歳 324,500円 406,200円

国 41.9歳 332,237円 414,480円

職員の経験年数別平均給料月額（令和7年4月1日現在）

区分 経験年数10年
以上15年未満

経験年数15年
以上20年未満

経験年数20年
以上25年未満

大学卒
一般
行政職

大口町 294,200円 322,600円 362,400円

国 308,221円 346,392円 375,949円

職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在）
区分 大口町 国

一般行政職
大学卒 220,000円 220,000円

高校卒 194,500円 188,000円

技能労務職 185,700円 ―

※

一般職の級別職員数の状況（令和7年4月1日現在）

区分 役職名 職員数 平均年齢 構成比

1級 主事補 30人 23.9歳 16.3％

2級 主事 20人 27.4歳 10.9％

3級 主任 38人 36.8歳 20.7％

4級 主査 37人 46.4歳

5級 課長補佐 23人 48.7歳 12.5％

6級 課長・主幹・専門員 28人 53.5歳 15.2％

7級 部長・参事 8人 58.3歳 4.3％

合計 184人 40.6歳 100％

※一般職とは、技能労務職（3人）以外の職員をいいます。
※6級以上の職員は管理職の地位にあり、それぞれ管理職手当が支給
　されます（専門員は除きます）。

職員研修の状況（令和6年度）
　公務の効率化、効果的運用を目指し、職員の資質向上、能力の開発
を図るため、各種研修に参加ならびに研修を実施しました。

研修名 代表的な研修内容 のべ受講
者数

愛知県研修セン
ター実施研修

部長研修、課長研修、地方自治法研修、
地方税研修、法制執務研修 46人

近隣市町合同
開催研修 33人

派遣研修等 環境省 1人

合計 80人

区分 支給月額等

給料
月額

町長
副町長

901,000円
720,000円

報酬
月額

議長
副議長
議員

395,000円
326,000円
297,000円

期末
手当

町長
副町長

令和6年度 年間支給割合
給料月額×3.45月分×1.45（役職加算）

議長
副議長
議員

令和6年度 年間支給割合
報酬月額×3.45月分×1.45（役職加算）

退職
手当

町長
副町長

（算定方式） （支給時期）
901,000円×在職月数×0.392　　任期毎
720,000円×在職月数×0.235　　任期毎

特別職の報酬等の状況（令和7年4月1日現在）

町職員の給与、定員管理等の状況

20.1％

一般職員階層別研修、法制執務研修、
接遇研修

※一般行政職とは、国の算定基準に合わせるため技能労務職や保育
士など専門的な職種を除いた職員（135人）をいいます。

技能労務職とは、主に調理員や用務員として採用された職員をい
います。技能労務職の初任給は、取得している技術や経験等によ
り決定されます。

職員手当支給の状況
●期末手当・勤勉手当

支給実績（令和6年度決算） 2億7,625万円

支給職員1人当たり平均支給年額 148万円／年

令和6年度
年間支給割合

期末手当 2.5月分
勤勉手当 2.1月分

役職による加算措置の状況 主査以上の役職に
応じて5～20％の加算措置あり

●扶養手当

支給実績（令和6年度決算） 1,560万円
支給職員1人当たり平均支給月額 19,100円／月

●住居手当

支給実績（令和6年度決算） 658万円
支給職員1人当たり平均支給月額 21,100円／月

●通勤手当

支給実績（令和6年度決算） 574万円
支給職員1人当たり平均支給月額 3,600円／月

支給実績（令和6年度決算） 166万円
支給職員1人当たり平均支給月額 3,800円／月

支給実績（令和6年度決算） 1,892万円
支給職員1人当たり平均支給月額 52,600円／月

支給実績（令和6年度決算） 4,041万円
支給職員1人当たり平均支給月額 28,300円／月

●特殊勤務手当（保育手当）

●管理職手当

●時間外勤務手当

支給実績（令和6年度決算） 2,181万円
支給職員1人当たり平均支給月額 9,800円／月

●地域手当
●退職手当
職員が退職することにより支給される手当です。

退
職
手
当

退職
区分

勤続
年数 平均給料月額 支給率 平均

支給額

自己
都合

25年 389,700円 28.0395月分 1,093万円
35年 407,300 円 39.7575月分 1,619万円

勧奨・
定年

25年 389,700円 33.27075月分 1,297万円

35年 407,300 円 47.709月分
（上限） 1,943万円

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

勤務時間の状況（令和7年4月1日現在）
正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間
7時間45分 8:30 17:15 12:00～13:00

休暇の種類（令和7年4月1日現在）

育児休業取得者数（令和6年度中に育児休業を取得した職員数）
区分 男性 女性 計

育児休業取得者数 6人 6人 12人

職員に支給される給与の種類やその額は、法律の定めに基づく町の条例や規則により具体的に定められていま
す。大口町職員の給与や定員管理の状況など、人事行政の全般について町民の皆さんに、より一層理解を深め
ていただき、人事行政の透明性を高めていくため、そのあらましをお知らせします。

期末手当とは、民間における賞与に相当する手当です。勤勉手当
とは、職員の勤務成績に応じて支給される手当です。

通勤距離（片道2km以上）や通勤に利用する交通機関に応じて支
給される手当です。

職員の職務の特殊性に応じて支給される手当で、大口町では保育
園で勤務する保育士に対して支給されます。

管理職の地位にある職員に対し、その職務の責任や特殊性に基づ
き支給される手当です。

正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた場合、その勤
務時間に応じて支給される手当です。

地域手当とは、民間における地域間格差の事情等に応じて支給さ
れる手当です。

職員給与・定員管理の状況の詳細については、
町ホームページに掲載しています。
県内市町村の状況については、愛知県ホームペ
ージをご覧ください。

問合せ先　秘書人事課　☎95-1612　　

扶養親族のある職員に支給される手当です。

職員が居住するために住宅を借り受けている場合、その家賃等に
応じて支給される手当です。

窓口延長、延長保育に対応するため、一部変則勤務体制を実施し
ています。

※

愛北広域事務組合、江南丹羽環境管理組合にお
ける「人事行政の運営等の状況」については、
地方公務員法第58条の2の規定に基づき、それ
ぞれの組合のホームページで公表しています。
（町のホームページからもリンクしています）
愛北広域事務組合　☎（0587）37-0840
江南丹羽環境管理組合　☎（0587）95-3200

病気休暇 やむを得ないと
認められる期間

選挙権行使 必要と認めら
れる期間

骨髄移植
必要と認めら
れる期間

結婚 5日

育児時間 30分／日2回

子の看護 5日
忌引 1～7日

夏季休暇 5日

年次有給休暇 20日

介護休暇 6か月のうち必要
と認められる期間

証人等出頭 必要と認めら
れる期間

ボランティア 5日

出産
産前8週間
産後8週間

生理 2日
妻の出産補助 2日

父母の祭日 1日

住居滅失 7日 介護時間 1日2時間以内
不妊治療 5日 育児参加 5日

区分 付与日数区分 付与日数


